
 ご利用のご案内  

 

生活リハビリセンターのご利用にあたり下記のものをご準備下さい 

 

※面会については、午前９時から午後８時までとなります。受付にて面会カードをご記入い

ただき、面会証を首にさげて入館下さい。 

 

※持ち物やご利用について不明な点があれば、相談員までご連絡ください。 

 

 

 

 

三鷹市生活リハビリセンター      

TEL 0422-24-7905    担当相談員 廣瀬 

１.書類など 

   健康保険証、後期高齢者医療保険被保険者証、介護保険被保険者証 

   高齢受給者証、身体障害者手帳 

２.衣類、洗面用具、靴など 

   普段着（上下）、肌着、下着、靴下、寝間着などを数日分 

   リハビリパンツ、パットなど（使用されている方は持参下さい） 

   タオル、バスタオルなど 

   歯磨き道具一式（義歯ケース、義歯洗浄剤） 

   履きなれた靴、動きやすい靴 

   装具、コルセット、肘・膝のサポーター（使用していれば） 

   置時計 

３.内服中の薬など 

主治医から処方されたもの 

   点眼薬、軟膏、湿布 

   お薬手帳、お薬の説明書など処方の内容のわかるもの 

４.食材、食料品など 

パン、パックご飯、缶詰、レトルト食品、ハム、卵、冷凍食品、野菜 

調味料（醤油、塩、砂糖）、密封できる袋 

５.その他 

   使用中の車いす、歩行器、杖など 

   趣味のもの、手芸用品、書籍、雑誌など 


